
運送業務請負単価仕様書 

１ 業務の目的 

運送業務の発注があった物品等(以下「物品等」という。)を安全かつ確実に運送

し、発注者が指定する相手方(以下「指定人」という)へ引き渡すことを目的とす

る。 

 

２ 業務内容 

受注者は、発注者の物品等を集荷し、指定人へ運送し引き渡すものとする。 

なお、物品等の運搬については、厳重な管理のもと、迅速かつ確実に指定人へ引

き渡すものとする。 

 

３ 予定数量 

別紙１のとおりとする。 

 

４ 規格・料金 

(１) 料金は、サイズ及びブロックにて決定する。 

なお、サイズ別による重量の制限は設けないこととし、受注者が取り扱う重量の

上限までとする。 

(２) 突発的に、速達等規格外の運送方法が必要となった場合の料金は、発注者と協

議の上、受注者が通常取り扱っている料金を参考に決定する。 

 

５ 集荷 

運送業務の発注を受けたときは、運送伝票(元払伝票)を添付した当該物品等を発

注者が指定した日時及び場所において集荷するものとする。 

(１) 使用する運送伝票は、受注者が準備することとし、届先欄及び発送元欄に発注

者の指定した住所、氏名等をあらかじめ印字しておく。 

(２) 集荷は、毎週金曜日、原則午後４時までに、九州森林管理局総務課(文書室)で

行うこととし、指定曜日以外の臨時的なものについては、発注者の指定する課に

おいて行うものとする。ただし、下記の期間を除く。 

・土曜日及び日曜日 

・国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 

・令和８年１２月２９日から令和９年１月３日までの期間 

 

６ 運送日数 

物品等は、運送先の地域別に以下の日数を基準として引き渡すこと。 

なお、発注者は、基準日数に拘わらず、到着日時を遅らせて指定することができ

る。 

(１) 九州各県(沖縄本島及び離島(沖縄本島を除く。以下同じ。)を除く。)について

は、集荷日の翌日から起算して原則２日以内に、その他の各都道府県及び沖縄本

島については原則３日以内に引き渡すこと。ただし、受注者が通常、航空機を利

用する区間において、発注者の物品等に受注者の指定する航空機に登載できない

物品が含まれている場合においては、原則７日以内の早い時期に引き渡すこと。 

(２) 離島については、集荷日の翌日から起算して原則７日以内に引き渡すこと。 



(３) 速達については、遠隔地又は離島を除き、原則、集荷日の翌日までに引き渡す

こと。 

７ 業務完了の報告等 

受注者は、完了した業務を一ヶ月毎に取りまとめ、別紙２のブロック別サイズ別

内訳表等により、発注者に報告するものとする。 

また、発注者は必要に応じ、受注者に運送引き渡し完了の確認を求めることがで

きる。この場合、受注者は運送引き渡しを証明する書類を発注者に提示するものと

する。 

 

８ 責任の始期及び終期 

受注者の物品等に関する責任は、発注者から物品等を集荷したときに始まり、指

定人へ物品等の引き渡しを完了したときに終わるものとする。 

 

９ 事故等の通知 

受注者は、発注者から集荷した物品等について、紛失、損傷、著しい運送遅延そ

の他運送業務に関し事故があったとき、又はその恐れがあるときは、臨機の措置を

講じるとともに、ただちにその旨を発注者に連絡し、必要な指示を受けるものとす

る。 

 

10 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

11 協議 

本仕様書に記載されていない事項又は疑義を生じた場合は、発注者と協議の上、

これを定めるものとする。 

 

12 その他 

本業務で知り得た事項については、契約期間中はもとより、契約終了後において

も外部に漏らし、又は他の目的に使用してはならない｡ 



６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０ １７０ 計

1 13 4 1 1 1 1 ２２
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1 1 1 1 1 1 1 ７

1 1 1 1 1 1 1 ７

1 1 1 1 1 1 1 ７

1 1 1 1 1 1 1 ７

1 5 2 45 1 1 1 ５６

1 1 1 1 1 1 1 ７

1 1 1 1 1 1 1 ７

1 1 1 3 1 1 1 ９

２３ １７７ ７１ １３２ ４１ １６ １２ ４７２

※　各ブロックの対象は、次のとおりとする。
県　内：
九　州：
沖　縄：
中　国：
四　国：
近　畿：
北　陸：
中　部：
関　東：
信　越：
東　北：
北海道：

　なお、各ブロックには、対象となる都道府県に属する離島も含まれる。

静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
新潟県、長野県
青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県
北海道

中　部

関　東

富山県、石川県、福井県

信　越

東　北

北海道

合　　計

※　荷物は、三辺(縦、横、厚さ)の和が１７０㎝以下及び重量が２５㎏程度
　(受注者の定める最大の重量)以内とし、書籍、ポスター、物品等を内容物とす
  る。

熊本県県内
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄県
鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県
香川県、徳島県、愛媛県、高知県
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

沖　縄

中　国

四　国

近　畿

北　陸

令和8年度 運送業務予定数量
単位：個

　　　　 サイズ
ブロック

県　内

九　州

別紙１



（令和８年度　　月分）（元払い）

個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額 個数 金額

県　内

九　州

沖　縄

中　国

四　国

近　畿

北　陸

中　部

関　東

信　越

東　北

北海道

合計

注意事項
　１．料金の算定は、サイズ及びブロックにて決定し、重量は２５㎏を上限として、サイズ別には設けない。

単位：個数＝個、金額＝円　

１７０ ブロック
別金額

ブロック別・サイズ別内訳表

１００ １２０ １４０ １６０サ イ
ズ
ブロック

６０ ８０

別紙２



予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

1 0 13 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 22 0

11 0 130 0 52 0 74 0 28 0 5 0 1 0 301 0

2 0 21 0 5 0 2 0 3 0 1 0 1 0 35 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 5 0 2 0 45 0 1 0 1 0 1 0 56 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 9 0

23 0 177 0 71 0 132 0 41 0 16 0 12 0 472 0

信　越

東　北

北海道

合計

※単価については税抜き

関　東

１７０
計

ブロック

県　内

九　州

沖　縄

中　国

四　国

近　畿

北　陸

中　部

単　価　契　約　内　訳　書（税抜き）
単位：予定数量=個、単価及び金額=円

サイズ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０



予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

予定
数量 単価 金額

1 0 13 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 22 0

11 0 130 0 52 0 74 0 28 0 5 0 1 0 301 0

2 0 21 0 5 0 2 0 3 0 1 0 1 0 35 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 5 0 2 0 45 0 1 0 1 0 1 0 56 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0

1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 9 0

23 0 177 0 71 0 132 0 41 0 16 0 12 0 472 0

信　越

東　北

北海道

合計

※単価については税込み

関　東

１７０
計

ブロック

県　内

九　州

沖　縄

中　国

四　国

近　畿

北　陸

中　部

単　価　契　約　内　訳　書（税込み）
単位：予定数量=個、単価及び金額=円

サイズ ６０ ８０ １００ １２０ １４０ １６０



令和 年 月 日

　支出負担行為担当官

住　所

氏　名

運送業務完了通知書

九州森林管理局長 殿

　令和　　年　　月分運送業務につきましては、別紙のとおり完了しましたの

で、お届けします。

別紙２


